
電気事業者による新エネルギー等の利用に
関する特別措置法案

平成１４年３月        

資源エネルギー庁

(1)近年、我が国の石油依存度の低下傾向が停滞する中、むしろ中東依存度
は高まっており、さらに原子力発電所立地のリードタイムの長期化など

の諸情勢の変化に鑑みれば、風力、太陽光等の新エネルギーの利用を抜
本的に促進し、エネルギー源の多様化を図ることは喫緊の課題となって
いる。

(2)また、地球温暖化対策の実行が焦眉の急となっている中、我が国におい
て排出される温室効果ガスのうち、最近では、エネルギー起源の CO2 が

約９割を占める状況に鑑みれば、環境負荷の低い新エネルギーの利用促
進は、こうした環境の保全にも寄与するものである。

(3)欧米諸国においても、2010 年度に向けて現行水準の２～３倍という意
欲的な再生可能エネルギーの導入目標を掲げ、販売電力量に応じ一定割
合の導入を義務づける新たな制度（いわゆるＲＰＳ制度）を積極的に導

入しつつある。

(4)かかる状況を踏まえ、我が国においても、電気事業者に一定量以上の新

エネルギーを利用して得られる電気の利用を義務づける新法（電気事業
者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）を制定する。

(1) エネルギーの安定供給に資するため、電気事業者による新エネルギーの
利用に関する措置を講じ、もって環境の保全に寄与し、及び国民経済の

健全な発展に資することを目的とする。（法第一条関係）

１．法律制定の目的

２．法律案の概要



(2) 経済産業大臣は、総合資源エネルギー調査会及び環境大臣その他関係大
臣の意見を聴いて、新エネルギー電気の利用目標を定める。（法第三条
関係）

新エネルギー電気：(5)の認定を受けた発電設備を用いて風力、太陽光、
　　　　　　　　　廃棄物、バイオマス、中小水力等を変換して得られ
　　　　　　　　　る電気。（法第二条関係）

(3)経済産業大臣は、利用目標を勘案し、電気事業者（一般電気事業者、特
定電気事業者、及び特定規模電気事業者）に対して、毎年度、その販売

電力量に応じ一定割合以上の新エネルギー電気の利用を義務づける。
（法第四、五条関係）

(4)電気事業者は、義務を履行するに際して、①自ら発電する、②他から新
エネ電気を購入する、又は、③他の電気事業者に義務を肩代わりさせる
ことが出来る。これにより、電気事業者は、経済性その他の事情を勘案

して、最も有利な方法を選択することが出来る。（法第五、六条関係）

(5)新エネルギー電気を発電し、又は発電しようとする者は、当該発電設備

が基準に適合していることについて、経済産業大臣の認定を受けること
が出来る。経済産業大臣は、バイオマス及びそれ以外の廃棄物を利用す
る発電設備の認定に際しては、予め関係大臣に協議を行う。（法第九条

関係）

(6)経済産業大臣は、電気事業者が、正当な理由なく義務を履行しない場合

には、期限を定めて、義務を履行すべき旨の勧告、又は命令を行うこと
が出来る。（法第八条関係）

　本法案は、平成１３年６月にまとめられた総合資源エネルギー調査会新
エネルギー部会報告書において、新たな市場拡大措置を早急に制度化する
必要がある旨の提言を受けて制定するものであり、また、地球温暖化問題

への対応が喫緊の課題となっていること等から早期の対応が必要であり、
今通常国会に提出する必要がある。

３．今通常国会に提出する必要性
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電気事業者による新エネ利用制度の概要

政　　　　　府

新エネルギー電気
発電事業者

　設備認定

一定量以上の新エネル
ギー電気の利用義務

づけ、及び確認

電気供給

消費者

電気事業者Ｂ

肩代り可能

　電気事業者Ａ新エネルギー電気

＜電気事業者による新エネ利用制度の内容＞

１．政府は、電気事業者に対し、販売電力量に応じ一定割合以上の新エ
ネルギー電気の利用を義務付け。

２．電気事業者は、新エネルギー電気を利用する（自ら発電し、又は他
者から購入する）ことにより、義務を達成。

３．電気事業者は、その利用義務量の全部又は一部を、他の電気事業
者に肩代わりさせることが可能。

４．政府は毎年度、電気事業者の新エネルギー電気の利用状況を電子
口座に記録することにより確認。義務の履行は以下から最も有利な
方法を選択可能。

①自ら発電する
②他から購入する
③他の電気事業者に義務を肩代りさせる



新たな新エネルギー導入目標新たな新エネルギー導入目標

　官民の最大限の努力を前提とした検討を行った結果、供給サイドの新たな「新エネルギー導
入目標」を原油換算で１９１０万kl（一次エネルギー総供給に占める割合は３％程度）と設定。

原油換算 設備容量 原油換算 設備容量 原油換算 設備容量

　太陽光発電 ５．３万kl ２０．９万kW ６２万kl ２５４万kW １１８万kl ４８２万kW 約２３倍

　風力発電 ３．５万kl ８．３万kW ３２万kl ７８万kW １３４万kl ３００万kW 約３８倍

　廃棄物発電 １１５万kl ９０万kW ２０８万kl １７５万kW ５５２万kl ４１７万kW 約　５倍

　バイオマス発電 ５．４万kl ８．０万kW １３万kl １６万kW ３４万kl ３３万kW 約　６倍

　太陽熱利用 ９８万kl － ７２万kl － ４３９万kl － 約　４倍

　未利用エネルギー
　（雪氷冷熱含む）

４．１万kl － ９．３万kl － ５８万kl － 約１４倍

　廃棄物熱利用 ４．４万kl － ４．４万kl － １４万kl － 約　３倍

　バイオマス熱利用 － － － － ６７万kl － －

　黒液・廃材 ４５７万kl － ４７９万kl － ４９４万kl － 約１．１倍

一次エネルギー総供給

発
電
分
野

熱
利
用
分
野

　合　　　　　計
（一次ｴﾈﾙｷﾞｰ総供給に占める割合）

約　３倍

２０１０/ １９９９

約５．９億kl 約６．２億kl 約６．０億kl程度

１９９９年度実績
２０１０年度見通し/目標

現行対策維持ケース 目標ケース

６９３万kl ８７８万kl １，９１０万kl
（１．２％） （１．４％） （３％程度）

新たな新エネルギー導入目標新たな新エネルギー導入目標

新エネルギーとは新エネルギーとは

　「新エネルギー」は、1997年に施行された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」
において、「新エネルギー利用等」として規定されており、

　　①石油代替エネルギーを製造、発生、利用すること等のうち、
　　②経済性の面での制約から普及が進展しておらず、かつ、
　　③石油代替エネルギーの促進に特に寄与するもの

  として、我が国が積極的に導入促進を図るべき政策的支援対象と位置づけられている。

  具体的には以下の通り。

　・太陽光発電
　・風力発電
　・太陽熱利用
　・廃棄物発電、廃棄物熱利用、廃棄物燃料製造
　・バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造
　・雪氷熱利用

　・電気自動車（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞを含む。）、天然ｶﾞｽ自動車、ﾒﾀﾉｰﾙ自動車
　・天然ガスコージェネレーション
　・燃料電池

４



CO2、メタン、亜酸化窒素の排出抑制▲２．５％

▲３．７％

＋２．０％

残　　　り

(▲１．８％)

（うち）±０％：　エネルギー起源の CO2 抑制

放置すれば（現行

施策単純維持）、

約 2000 万ｔ－Ｃ

超過

省エネ：▲600 万ｔ－Ｃ

その他（燃料転換等）：

▲　　　　▲500 万ｔ－Ｃ

対　　策

新エネ：▲900 万ｔ－Ｃ

土地利用の変化と森林活動による吸収

代替フロン等(HFC、PFC、SF6)の排出抑制

共同実施、排出量取引などの活用

（ポイント）

エネルギー起源ＣＯ２：287 百万 t-Ｃ程度（90 年度の水準）

に削減

温室効果ガス対策の目標

新エネ施策と地球温暖化対策との関係

新エネルギー等の利用の推進のための新法
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案

地球環境問題への対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石油代替エネルギー対策の目標

（ポイント）

石油依存度：2010年度には45％程度まで低減

　　　　年度

項目

1999年度

（構成比）

石油

石炭

天然ガス

原子力

水力

2010年度(目標)

（構成比）

５２％

１７％

１３％

１３％

４％

４５％程度

１９％程度

１４％程度

１５％程度

３％程度

新エネルギー １％ ３％程度

（エネルギーの長期需給見通し）

エネルギー安定供給の確保

・新エネルギー等の利用を促進するため、電気事業者に一定量以上の新エネルギー等を利用し
て得られる電気を自ら発電し、又は購入することを義務化

これらの目標は新法及び
その他の政策支援（技術
開発・導入補助金等）に
より達成されるもの

0.4程度

１程度

1999年度 2010年度

５０６３

９１７６

年　　度

発電電力量 ９９７０程度

（単位：億ｋＷｈ）

１５２９

火力

石炭

原子力

水力

地熱

新エネルギー

３４

２１

２４０５

１１２９

３１６５

８９３

１２．３

３４．５

９．７

０．４

０．２

１６．７

５５．２２６．２ ２５４９程度

５３３程度

４１８６

　９５２

　　３７

　１１５

２５４９程度

１５９９程度

１０程度

４２程度

５程度

２６程度

１６程度

２６程度

８９．９ ７３．６程度CO２排出原単位

(g-C/kWh)

発電別区分 構成比％実数構成比％

ＬＮＧ

石油等

実数

発電電力量の推移と見通し（電気事業者）

５



諸外国におけるＲＰＳ制度等の導入状況について

＜ＲＰＳ制度を導入済み、又は導入に向け準備中の国＞ ＜固定価格購入制度＞

米国テキサス州 オーストラリア イギリス イタリア ドイツ

○1999年９月電力再編 ○2000年12月再生可能 ○2000年７月電力法の ○1999年３月電力自由 ○2000年２月再生可
導 法制定 エネルギー法制定 改正 化法制定 能エネルギー法制
入 ○2002年１月から制度 ○2001年４月から制度 ○2002年４月より制度 ○2002年１月より制度 定
状 開始 開始 開始予定 開始予定 ○2000年４月より制
況 ※ただし、2001年７月 度開始

から証書の発行のみ
開始（義務はなし）

2009年1月までに200万 2010年までに95億kWh 2010年までに総販売電 2008年～2012年の目標 2010年までに総エネ
目 kWhの再生可能エネル の再生可能エネルギー 力量の10％の再生可能 期間に再生可能エネル ルギー消費における

ギー発電設備を増設 電力を追加導入 エネルギー電力を導入 ギー発電設備を2470万 再生可能エネルギー
標 kWまで増設 源の割合を２倍以上

(5％→10～12.5％)

『競合電力小売事業 『電力卸売(小売)事業 『電力供給事業者』に 『発電事業者』に対し 『系統運用者』（電
義 者』に対して販売電力 者』に対して販売電力 対して販売電力量の一 て販売電力量の一定割 力会社）に対して再

量の一定割合に相当す 量の一定割合に相当す 定割合に相当する証書 合に相当する証書の保 生可能エネルギー電
務 る証書の保有を義務付 る証書の保有義務付け の保有を義務付け 有を義務付け 力の全量購入を義務

け 付け

主な 太陽光、風力、地熱、 太陽光、風力、地熱、 太陽光、風力、水力 太陽光、風力、地熱、 太陽光、風力、地
対象 水力、波力、潮力、バ 水力、波力、潮力、エ （規模制限有）、波 水力、波力、バイオマ 熱、水力、バイオマ
ｴ ﾈ ﾙ イオマス、埋め立て地 ネルギー作物、下水ガ 力、バイオマス、地 ス、廃棄物 ス、埋め立てゴミか
ｷﾞ- からのメタンガス ス、バイオ系廃棄物、 熱、潮力、波力、下水 らのメタンガス

自治体ゴミ燃焼（非化 ガス、廃棄物（非化石 （※規模による制限
石燃料起源分のみ） 燃料起源のみ） 有）

罰則 １MWh当たり50ドル又 ・10％以上の不足分は 検討中 確認中
等 は当該期間の平均市場 チャージを支払った

価格の２倍のうちどち 上で３年以内の猶予
らか小さい方 期限があり

・期限内の支払いがで
きなければチャージ
が没収される。


